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朱
載
靖
(
嘉
靖
十
五
(
一
五
三
六
)
年
万
麿
三
九
(
一
六
一
一
)

年
)
、
字
は
伯
動
、
号
は
句
曲
山
人
。
明
の
宗
室
、
鄭
恭
王
朱
厚
院
の

子
で
あ
る
。
一
五
歳
の
頃
、
父
が
菟
罪
に
よ
り
一
時
爵
位
を
奪
わ
れ
投

獄
さ
れ
た
こ
と
で
自
ら
は
政
治
へ
の
興
味
を
失
い
爵
位
を
継
が
ず
、
楽

律
学
・
舞
踏
学
・
数
学
・
天
文
学
等
に
専
念
し
、
膨
大
な
書
を
収
め
る

『
楽
律
全
書
』
(
四
八
巻
、
一
五
八
一
一
六
O
六
)
を
記
し
た
。
学
術

的
に
は
同
郷
で
あ
る
一
苅
の
許
衡
や
、
親
戚
関
係
に
あ
る
何
塘
に
大
き
な

影
響
を
受
け
て
い
る
。

彼
が
中
国
音
楽
史
上
に
残
し
た
大
き
な
功
績
は
、
一
二
平
均
律
の
発

明
で
あ
る
。
一
二
平
均
律
と
は
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
一
二
の
半
音
に
等
分

割
し
、
各
音
の
律
長
比
が
H

『
叫
と
な
る
よ
う
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
発
明
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
儒
家
町
楽
律
論
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い

た
、
三
分
損
益
法
が
持
つ
「
往
而
不
返
」

(
1
)

と
い
う
問
題
を
解
決
し
、

一
二
律
は
完
全
に
循
環
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

続
い
て
、
朱
載
靖
の
暦
学
に
お
け
る
功
績
で
あ
る
。
彼
は
、
明
朝
の

『
大
統
暦
』
の
誤
差
を
指
摘
し
、
『
律
暦
融
通
』
(
四
巻
)
や
「
聖
寿
万

田

有

紀

中

年
層
』
(
一
一
巻
)
、
『
万
年
暦
備
考
』
(
ゴ
一
巻
)
を
記
し
た
。
ま
た
、
回
帰

年
長
の
計
算
に
お
い
て
よ
り
正
確
な
数
値
を
導
出
し
た
。
さ
ら
に
、
天

文
緯
度
を
測
量
す
る
新
し
い
方
法
を
提
唱
し
、
朱
載
塙
の
暮
ら
し
た
河

南
泌
陽
の
地
磁
気
の
偏
角
を
高
い
精
度
で
計
算
し
た
。

本
稿
で
扱
う
の
は
、
彼
の
楽
律
学
と
暦
学
の
関
係
で
あ
る
。
朱
載
埼

は
主
に
中
国
音
楽
史
や
科
学
史
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
(
2
)
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
大
部
分
は
、
朱
載
靖
の
著
作
か
ら
平
均
律
に

関
す
る
理
論
を
抜
粋
し
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
平
均
律
の
よ
う

な
「
科
学
的
」
理
論
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
を
、
「
先
進
的
な
朱
載
培
で

さ
え
も
、
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
非
合
理
的
な
一
面
」
と
み
な
す
だ
け
で

あ
っ
た
。
本
稿
で
扱
う
律
暦
合
一
思
想
も
、
決
し
て
「
科
学
的
」
と
は

言
え
な
い
理
論
で
あ
る
。
楽
律
と
天
文
暦
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
理
論

体
系
で
あ
る
こ
と
は
、
明
の
那
雲
路
や
清
の
梅
文
鼎
な
ど
も
指
摘
す

る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
朱
載
埼
目
『
律
暦
融
通
』
と
い
う
著
作
は

「
時
代
遅
れ
」
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
研

究
か
ら
、
朱
執
塙
は
、
ひ
と
つ
の
理
に
よ
っ
て
多
岐
に
渡
る
学
術
が
問

責
さ
れ
る
世
界
を
想
定
し
て
お
り
、
平
均
律
理
論
も
そ
の
世
界
に
組
み

込
ま
れ
る
と
考
え
た
。
本
稿
で
論
じ
る
律
暦
合
一
思
想
も
ま
た
、
こ
う
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し
た
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
年
で
は
朱
載
靖
は
思
想
史
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
儒
学
や
朱
子
学

と
の
関
連
を
論
じ
る
研
究
も
増
え
た
(
3
)
。
本
稿
は
朱
載
堵
の
律
底
思

想
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
思
想
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
も
な
ろ
う
。
正
史
に
律
暦
志
が
あ
る
よ
う
に
、
律
暦
の
結
合

は
、
中
国
の
学
術
思
想
で
当
然
白
よ
う
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
律

と
時
間
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
前
漢
の
劉
散
や
京
一
居
以

降
(
丘
、
彼
ら
の
体
系
が
反
復
さ
れ
る
だ
け
で
、
律
暦
合
一
自
体
は
そ

れ
ほ
ど
徹
底
し
て
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
明
代
後
期
の

朱
載
靖
は
、
漢
代
律
暦
思
想
を
大
き
な
軸
と
し
な
が
ら
も
、
宋
代
に
展

開
し
た
象
数
易
学
を
そ
の
中
に
組
み
込
み
な
が
ら
ず
新
し
い
か
た
ち
へ

と
展
開
さ
せ
た
白
で
あ
る
。

律
暦
合
一
総
論

朱
載
塙
は
、
黄
鐘
暦
(
『
律
暦
融
通
』
に
記
さ
れ
る
暦
法
。
一
五
八

一
年
以
前
に
完
成
)
と
、
聖
寿
万
年
周
(
『
聖
寿
万
年
暦
』
『
万
年
暦

備
考
』
に
記
さ
れ
る
暦
法
。
一
五
九
五
年
の
数
年
前
に
完
成
)
と
い
う

ニ
つ
の
暦
を
作
製
し
た
。
両
者
は
暦
法
の
起
点
で
あ
る
暦
元
が
異
な
る

た
め
、
天
文
定
数
が
い
く
つ
か
異
な
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
大
き
な
差
異

は
な
い

(
5
)
。
本
稿
で
は
、
朱
載
塙
の
律
暦
合
一
思
想
が
明
確
に
現
れ

た
「
律
暦
融
通
』
(
黄
鐙
暦
)
を
と
り
あ
げ
る
。

『
律
麿
融
通
』
は
暦
書
の
典
型
的
な
構
成
を
と
り
、
用
い
る
天
文
定

数
の
説
明
と
、
太
陽
や
月
の
運
動
の
推
算
を
主
と
す
る
「
暦
法
」
、
そ

の
定
数
を
採
用
し
た
理
由
や
推
算
の
説
明
を
行
う
「
暦
議
」
に
分
か
れ

る
。
大
ま
か
な
流
れ
は
、
ま
ず
採
用
す
る
天
文
定
数
を
楽
律
学
に
関
連

さ
せ
な
が
ら
説
明
し
、
一
二
律
と
節
気
の
関
係
を
述
べ
、
そ
し
て
太
陽

と
月
の
運
動
と
そ
叩
影
響
、
最
後
に
惑
星
の
運
動
を
説
明
す
る
。

朱
載
靖
は
、
律
磨
を
合
わ
せ
論
じ
る
こ
と
を
、
従
来
の
暦
法
と
異
な

る
特
徴
と
捉
え
(
6
)
、
自
ら
の
暦
法
を
記
す
書
も
『
律
暦
融
通
』
と
名

付
け
た
。
彼
は
基
準
音
の
名
称
で
あ
り
、
暦
法
の
名
称
で
も
あ
る
黄
鐘

を
、
周
流
し
て
や
ま
な
い
気
の
根
元
(
声
気
の
元
)
と
し
て
位
置
づ

け
、
律
と
暦
で
用
い
る
数
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
一
致
し
、
両
者
は
互

い
に
根
本
と
な
る
と
い
う
(
工
。
そ
も
そ
も
彼
は
、
律
と
暦
と
を
思
惣

的
に
ど
う
位
置
づ
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に
臼
く
「
河
は
図
を
出
だ
し
、
洛
は
書
を
出

だ
し
、
聖
人
は
こ
れ
に
則
る
」
と
。
「
こ
れ
に
則
る
」
と
い
う
の

は
、
回
卦
と
九
時
を
お
こ
し
た
こ
と
の
二
事
だ
け
で
は
な
い
。
律

暦
・
礼
楽
に
至
る
ま
で
も
、
『
河
図
』
『
洛
書
』
に
則
っ
て
い
る
の

だ
。
と
い
う
の
は
、
天
地
万
物
は
す
べ
て
陰
陽
で
あ
り
、
『
河
図
』

『
洛
書
』
の
二
つ
に
は
、
陰
陽
の
精
妙
さ
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
。
「
六
経
の
道
は
一
つ
で
あ
り
、
礼
楽
の
は
た
ら
き
は
極
め

て
重
要
で
あ
る
」
(
『
漢
書
』
礼
楽
志
)
。
そ
し
て
麿
は
礼
の
、
律

は
楽
の
根
本
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
。
暦

の
興
り
は
、
天
に
景
を
測
り
、
景
に
消
長
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
分
至
を
考
え
、
四
時
を
序
し
、
五
礼
は
こ
れ
に
本
づ
く
。

律
の
始
ま
り
は
、
気
を
地
に
候
い
、
気
に
は
深
浅
が
あ
る
由
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
律
四
清
濁
を
分
別
し
、
五
音
を
正
し
て
、
六
楽
は

こ
れ
を
根
本
と
す
る
。
聖
人
は
楽
を
お
こ
し
天
に
応
じ
、
札
を
制

し
て
地
に
配
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
律
は
陰
に
居
り
、
陽
を
治
め
、

暦
は
陽
に
居
り
、
陰
を
治
め
る
。
律
暦
は
た
が
い
に
治
め
あ
い
、
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そ
の
聞
に
わ
ず
か
な
も
の
も
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
縦
横
に
ま

じ
り
あ
っ
て
い
る
」
(
「
大
戴
礼
記
』
曾
子
夫
円
の
語
に
朱
載
堵
が

補
う
)
と
い
う
(
『
易
』
大
伝
日
「
河
出
図
、
錐
出
書
、
聖
人
則

之
。
」
所
謂
「
則
之
」
者
、
非
止
画
卦
叙
時
二
事
而
巳
。
至
若
律

暦
礼
楽
、
莫
不
皆
然
。
叢
天
地
万
物
無
非
陰
陽
、
而
図
書
ニ
者
、

陰
陽
之
妙
尽
実
。
夫
「
六
経
之
道
同
帰
、
礼
楽
之
用
為
急
。
」
然

而
暦
者
、
礼
之
本
也
。
律
者
、
楽
之
宗
也
。
何
以
言
之
。
夫
暦
之

興
也
、
測
景
於
天
、
景
有
消
長
、
因
之
以
考
分
至
、
以
序
回
時
、

而
五
礼
本
ウ
」
。
律
之
始
也
、
候
気
於
地
、
気
有
深
乱
、
因
之
以
弁

清
濁
、
以
正
五
音
、
而
六
楽
宗
之
。
聖
人
作
楽
以
応
天
、
制
礼
以

配
地
、
故
日
「
律
居
陰
而
治
陽
、
暦
居
陽
而
治
陰
。
律
暦
迭
相
治

也
、
其
間
不
容
髪
而
相
錯
綜
也
」
)

(

8

)

。

朱
載
靖
は
、
『
河
図
』
『
洛
書
』
に
陰
陽
の
精
妙
き
が
す
べ
て
尽
く
さ

れ
て
お
り
、
礼
楽
も
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
と
見
な
し
た
。
礼

の
根
本
は
暦
、
楽
の
根
本
は
律
で
あ
り
、
前
者
が
日
影
を
計
測
す
る
こ

と
を
基
礎
に
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
気
を
地
に
候
う
こ
と
を
基
礎
に

す
る
と
い
う
。
朱
載
靖
は
さ
ら
に
、
『
河
図
』
を
暦
、
『
洛
書
』
を
律
に

対
応
さ
せ
た
上
で
、
『
洛
書
』
の
数
九
を
「
黄
錨
九
寸
」
、
『
河
図
』
の

数
一

O
を
「
黄
鐘
一

O
寸
」
に
当
て
は
め
た
。
『
河
図
』
を
一

O
の
数

に
、
『
洛
童
同
』
を
九
の
数
に
代
表
吉
せ
る
思
想
は
、
南
宋
薬
元
定
(
一

一
三
五

1
-
一
九
八
)
『
易
学
啓
蒙
』
に
由
来
す
る
(
旦
。

『
河
図
』
は
暦
で
あ
る
か
ら
、
四
時
が
循
環
運
行
す
る
象
を
持
つ
。

『
洛
書
』
は
律
で
あ
る
か
ら
、
三
分
損
益
田
象
を
持
つ
。
こ
の
た

め
に
、
黄
鐘
の
管
九
寸
は
、
『
洛
書
』
に
則
り
律
元
と
な
る
。
黄

鐘
の
尺
一

O
O分
は
、
『
河
図
』
に
則
り
度
母
と
な
る
。
縦
黍
の

律
、
と
横
黍
の
度
は
、
長
短
の
分
は
斉
し
く
、
互
い
に
ぴ
っ
た
り
と

A

甘
い
、
こ
れ
こ
そ
造
化
の
精
妙
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
名
付
け

て
「
黄
鐘
麗
法
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
数
に
依
拠
し
て
、
そ
こ

か
ら
名
前
を
取
っ
た
の
で
あ
る
(
『
河
図
』
、
暦
也
、
故
有
四
時
迭

理
之
象
。
『
雄
書
』
、
律
也
、
故
有
一
二
分
損
益
之
象
。
是
以
黄
鐘
之

管
九
寸
、
則
『
洛
書
』
而
為
律
元
。
黄
鐘
之
尺
百
分
、
刻
『
河

図
』
而
為
皮
母
。
従
黍
之
律
、
横
黍
4
度
、
長
短
分
斉
、
交
相
契

合
、
斯
乃
造
化
之
妙
、
故
名
之
日
「
黄
鐘
暦
法
」
、
蓋
言
僑
数
取

諸
比
也
)
(
叩
)
。

朱
栽
培
白
楽
律
学
で
は
九
寸
と
一

O
寸
の
黄
鐘
は
同
じ
長
さ
を
指
す

(
刊
)
。
ま
た
、
「
『
河
図
』
『
洛
書
』
は
、
象
数
の
み
な
も
と
」
「
律
暦
の

学
を
明
ら
か
に
し
た
い
な
ら
、
必
ず
象
数
を
先
に
し
な
け
れ
ば
一
な
ら
な

い
」
と
し
、
『
河
図
』
『
洛
童
日
』
の
数
が
律
暦
に
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て

い
る
か
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
『
河
図
』
の
一
・
六
の
数
が
北
方
七
街
、

二
・
七
白
数
が
南
方
七
宿
、
三
・
八
の
東
方
七
宿
、
四
・
九
が
西
方
七

宿
に
配
当
さ
れ
、
ま
た
五
声
が
次
々
に
生
じ
る
こ
と
で
『
河
図
』
を
象

る
。
ま
た
、
六
律
(
黄
鐘
・
仲
呂
・
無
射
・
爽
鐘
・
夷
則
林
鐘
)
が

次
々
に
生
じ
る
こ
と
で
『
洛
書
』
を
象
る
。
そ
の
ほ
か
の
六
律
は
、
黄

鐘
と

E
も
に
七
政
に
配
当
古
れ
(
黄
鏡
は
填
星
、
太
藤
は
太
白
、
姑
洗

は
歳
星
、
林
鐘
は
笑
惑
、
南
日
は
辰
星
、
義
賓
は
太
陽
、
応
鐘
は
月
)
、

こ
の
う
ち
薙
貨
は
『
洛
害
』
の
九
の
数
に
、
応
鐘
は
六
の
数
に
配
当
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
暦
の
五
緯
・
七
政
が
律
白
五
声
・
七
始
に
重
ね
合
わ

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
朱
栽
培
は
、
律
暦
が
一
道
を
同
じ
く

し
、
陰
陽
、
五
行
、
そ
し
て
気
そ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
(
世
)
。

楽
律
と
『
洛
書
』
の
結
合
や
、
楽
律
と
天
体
の
結
合
、
ま
た
一
二
と



146 

い
う
数
字
を
共
通
項
と
し
た
律
暦
合
一
思
想
は
、
朱
載
靖
に
先
立
つ
明

代
の
論
者
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
朱
載
靖
は
こ
う
い
っ
た
思
想
を
ふ
ま

え
、
奈
元
定
の
河
十
洛
九
説
を
軸
に
、
改
め
て
易
・
律
麿
の
統
合
を

図
っ
た
。
そ
の
重
要
な
媒
介
と
な
る
の
が
数
と
気
で
あ
る
。
第
三
章
で

は
数
を
、
第
四
章
で
は
気
を
取
り
上
げ
、
彼
の
律
麿
合
一
の
試
み
に
つ

い
て
論
じ
る
。

天
文
計
算
に
お
け
る
律
暦
合

1

天
文
学
の
基
本
定
数
に
組
み
込
ま
れ
る
律

朱
載
靖
は
天
文
計
算
に
用
い
る
定
数
と
し
て
、
律
元
・
律
母
・
律

限
・
律
総
・
律
数
・
律
率
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ん
な
理
由
で
採
用

さ
れ
、
暦
計
算
の
ど
こ
で
使
わ
れ
る
の
か
ロ
ま
ず
、
律
元
の
九
で
あ

る。

黄
鐘
の
管
は
長
さ
九
寸
、
縦
黍
一
粒
を
一
分
と
し
て
測
っ
た
九
寸

で
あ
る
。
一
寸
は
九
分
で
、
合
わ
せ
て
八
一
分
と
な
る
。
『
洛
書
』

の
奇
数
を
二
乗
し
た
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
暦
本
と
す
る
。
故
に
、

万
暦
九
年
を
元
と
し
、
そ
の
義
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
上
は
過
去

を
考
え
、
下
は
未
来
を
推
し
は
か
る
に
あ
た
り
、
み
な
律
元
か
ら

ど
の
く
ら
い
離
れ
て
い
る
か
を
計
算
す
る
(
黄
鐘
之
管
長
九
す
、

従
黍
為
分
之
九
寸
也
。
寸
皆
九
分
、
凡
八
十
一
分
、
『
錐
書
』
之

奇
自
桐
乗
之
数
也
、
是
為
麿
本
。
故
以
万
暦
九
年
為
元
、
義
取
諸

此
。
上
考
往
古
、
下
推
来
今
、
皆
距
律
元
為
算
)
(
泊
)
。

『
洛
書
』
の
数
九
に
基
づ
き
、
九
寸
の
賞
鐘
律
管
、
そ
し
て
律
元
或

い
は
暦
元
と
し
て
万
麿
九
年
を
定
め
(
た
だ
し
、
実
際
は
そ
の
三
百
年

前
の
二
一
八
一
年
を
暦
元
と
す
る
)
、
勝
計
算
の
起
点
と
す
る
。
万
暦

九
年
辛
己
を
暦
元
と
す
る
理
由
は
、
ま
ず
、
伏
義
元
年
も
神
農
元
年
も

辛
巳
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
朝
で
は
、
太
祖
が
皇
帝
と

な
っ
た
と
き
、
『
授
時
暦
』
を
完
全
に
改
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、

今
で
は
天
文
度
数
に
ず
れ
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま

た
、
王
朝
成
立
以
来
、
元
号
に
は
じ
め
て
「
暦
」
の
字
を
用
い
て
い
る

か
ら
で
品
る
。
続
い
て
、
律
母
の
一

O
Oで
あ
る
。

黄
鐘
の
尺
は
長
さ
一

O
寸
、
横
黍
一
粒
を
一
分
と
し
て
測
っ
た
一

O
寸
で
あ
る
。
一
寸
は
一

O
分
で
、
合
わ
せ
て
一

O
O分
と
な

る
。
『
河
図
』
の
偶
数
を
二
乗
し
た
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
本
的

な
除
数
と
す
る
。
秒
が
除
数
を
満
た
せ
ば
分
、
分
が
満
た
せ
ば

刻
、
刻
が
満
た
せ
ば
日
と
な
る
。
(
時
だ
け
で
な
〈
)
度
の
下
白

単
位
で
あ
る
分
・
秒
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
秒
に
満
た
な
い
も
の
は

忽
と
す
る
(
黄
鐙
之
尺
長
十
寸
、
横
黍
為
分
之
十
寸
也
。
寸
皆
十

分
、
凡
百
分
、
『
河
図
』
之
偶
自
相
乗
之
数
也
。
是
為
母
法
、
秒

満
法
従
分
、
分
満
法
従
刻
、
刻
満
法
従
目
。
度
下
分
秒
放
此
、
不

満
秒
者
為
忽
)
(
目
。

『
河
図
』
の
数
一

O
は
、
一

O
寸
白
黄
鐘
律
管
、
そ
し
て
一

O
O刻

と
い
う
、
時
を
分
か
つ
基
準
と
通
じ
る
。
律
元
で
い
う
九
寸
の
黄
鐘

と
、
律
母
で
い
う
一

O
寸
の
黄
鐘
は
「
名
は
異
な
る
が
実
は
同
じ
」

(
市
)
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
俸
元
九
・
律
母
一

O
は
、
『
律
呂
精
義
』

と
『
律
学
新
説
』
で
は
律
本
・
度
母
と
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
ち
ら
で
は

二
つ
の
数
に
よ
っ
て
律
と
度
量
衡
の
同
貫
が
試
み
ら
れ
て
い
る
(
望
。

こ
の
ほ
か
、
朱
載
惰
は
、
律
限
を
三

O
O、
律
総
を
六

O
、
律
数
を

一
二
、
律
率
を
三

O
と
定
め
た
。
こ
れ
ら
は
『
国
語
』
周
語
下
の
「
紀

之
以
二
一
、
平
之
以
六
、
成
於
十
二
、
夫
之
道
也
」
に
基
づ
く
。
律
限
三



0
0は
律
母
一

O
Oを
三
倍
し
た
も
の
で
、
暦
元
か
ら
の
累
積
年
数
を

計
算
す
る
際
に
用
い
る
。
律
総
六

O
は
、
五
声
を
十
二
律
に
乗
じ
て
得

ら
れ
る
数
で
あ
る
。
律
数
二
一
は
、
律
暦
が
一
一
一
と
い
う
数
を
軸
に
循

環
し
て
や
ま
な
い
状
態
を
強
調
す
る
の
に
用
い
る
。
律
率
三

O
は
、
一

月
の
概
算
日
数
で
あ
る
。
朱
載
塙
は
、
あ
る
中
気
或
い
は
節
気
か
ら
、

次
の
中
気
或
い
は
節
気
ま
で
の
日
数
に
、
三

O
を
引
い
た
も
の
を
日
余

臨
時
と
す
る
。
律
率
は
、
暦
元
か
ら
叩
累
積
日
数
を
計
算
す
る
際
に
用

い
る
。

147朱載靖の律廃合一思想

2

暦
法
計
算
に
見
え
る
律
暦
合
一

l
l歳
定
積
を
求
め
る

上
述
の
数
値
は
暦
法
計
算
の
と
の
よ
う
な
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
の

か
。
朱
載
靖
は
、
実
際
の
暦
元
か
ら
求
め
る
べ
き
年
ま
で
の
累
積
日
数

を
、
歳
定
積
と
呼
ん
だ
。
歳
定
積
を
求
め
る
際
、
一
年
の
日
数
が
重
要

に
な
る
が
、
朱
載
靖
の
場
合
、
消
長
法
を
考
慮
し
た
。
消
長
法
と
は
、

回
帰
年
長
の
よ
う
な
基
本
的
天
文
定
数
が
、
年
と
共
に
徐
々
に
変
る
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
南
宋
の
『
統
天
暦
』
(
一
一
九

四
年
施
行
)
が
は
じ
め
て
、
一
年
の
長
さ
が
年
と
と
も
に
変
化
す
る
の

を
指
摘
し
、
『
授
時
暦
』
(
一
二
八
二
年
施
行
)
に
踏
襲
さ
れ
た
。
朱
載

塙
の
用
い
た
回
帰
年
長
の
公
式
は
、
『
統
天
暦
』
・
『
授
時
暦
』
よ
り
も
、

現
行
の
公
式
の
理
論
値
(
印

Z
Zお
CEσ

に
よ
る
)
に
、
よ
り
近
づ
い

て
い
る
と
い
う
(
立
。

朱
載
塙
は
ま
ず
、
消
長
値
を
一

O
O年
ご
と
に
加
え
る
授
時
暦
を
批

判
す
る
。
『
春
秋
』
隠
公
三
年
の
冬
至
と
、
そ
の
翌
年
の
冬
至
の
間
の

日
数
を
、
授
時
暦
の
方
法
で
計
算
す
る
と
、

ω
E中
日
と
な
り
、
四
分

暦
の

ωgl叶
目
と
比
べ
る
と
大
き
く
ず
れ
る
(
叩
)
0

そ
れ
故
、
彼
は
消

長
値
を
一
年
ご
と
に
加
え
た
。

定
距
を
二
乗
し
、
七
を
か
け
八
で
割
り
、
律
母
で
こ
れ
を
約
し
て

分
と
し
、
「
歳
差
」
と
名
づ
け
る
。
七
は
『
洛
書
』
の
西
に
あ
っ

て
攻
と
な
り
、
八
は
『
河
図
』
の
東
に
あ
っ
て
離
と
な
り
、
攻
と

離
は
日
月
の
必
ず
通
る
み
ち
で
あ
り
、
暦
家
は
そ
こ
を
基
準
と
し

て
「
歳
差
」
を
定
め
た
(
置
定
距
自
相
乗
、
七
因
八
帰
、
所
得
律

母
約
之
為
分
、
命
日
歳
差
。
七
居
『
錐
書
』
之
西
為
攻
、
八
居

『
河
図
』
之
東
為
離
、
故
離
為
日
月
門
戸
、
暦
家
取
法
、
以
制
歳

差
)
(
叩
)
。

朱
載
塙
の
用
い
る
「
歳
差
」
と
い
う
語
は
、
一
般
的
な
用
法
と
は
異

な
り
、
消
長
値
を
指
す
。
彼
は
こ
こ
で
は
じ
を
『
洛
書
』
に
、
八
を

『
河
図
』
に
結
び
付
け
、
消
長
値
を
叫
誹
叶
分
(
ロ
日
定
距
)
と
し
た
。

朱
載
靖
は
ど
白
よ
う
に
し
て
歳
定
積
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
述

し
た
数
式
に
見
え
る
定
距
と
は
、
求
め
る
べ
き
年
と
一
二
八
一
年
の
聞

の
累
積
年
数
を
指
す
。
ま
ず
は
定
距
の
計
算
で
あ
る
。

律
元
と
、
求
め
る
べ
き
離
れ
た
年
の
累
積
年
数
を
汎
距
と
し
、
律

限一二

O
Oを
加
え
る
か
減
ら
す
か
し
て
定
距
と
す
る
。
も
し
汎
距

が
律
限
三

O
O以
下
で
、
減
ら
す
に
及
ば
な
い
場
合
は
、
む
し
ろ

そ
こ
か
ら
律
限
を
引
い
て
定
距
と
す
る
(
霞
律
一
苅
所
距
積
年
為
汎

距
、
来
加
往
減
律
限
為
定
距
、
若
汎
距
在
律
限
己
下
不
及
減
者
、

反
減
律
限
為
定
距
)
(
田
)
。

汎
距
と
は
、
求
め
る
べ
き
年
が
、
暦
元
の
万
暦
九
(
一
五
八
ご
年

か
ら
何
年
離
れ
て
い
る
か
を
単
純
に
数
え
た
も
の
で
あ
る
。
朱
載
靖
は

『
授
時
暦
』
と
同
じ
く
、
一
一
一
八
一
年
時
点
で
の
回
帰
年
長
を
利
用
す

る
た
め
、
汎
距
か
ら
律
限
三

O
Oを
増
減
し
定
距
を
出
す
。
定
距
H
ロ
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汎
距
』
固
と
す
る
と
、

求
め
る
べ
き
年
が
一
五
八
一
年
よ
り
前
な
ら
ば
ロ
H
ヨ

ωSe
〉

一
五
八
一
年
よ
り
後
な
ら
ば
ロ
H
ヨ
+ω
。
(
)
固

た
だ
し
、
〉
の
時
、
ヨ
が
律
限
三

O
Oに
満
た
な
い
場
合
(
求
め
る

べ
き
年
が
一
二
八
-
年
か
ら
一
五
八
一
年
の
間
に
あ
る
時
)
は
、

ロH
U
(
)
C
E
と
な
る
。
続
い
て
、
求
め
る
べ
き
年
の
冬
至
が
、
実
際
の

暦
元
の
冬
至
と
、
何
日
離
れ
て
い
る
か
を
計
算
し
、
歳
定
積
を
出
す
。

求
め
る
べ
き
年
の
定
距
に
、
律
数
一
二
を
乗
じ
て
累
積
月
数
と

し
、
累
積
月
数
に
日
率
三

O
を
乗
じ
て
累
積

B
数
と
し
、
累
積
月

数
に
日
余
一
六

O
O分
の
六
九
九
を
乗
じ
て
積
余
と
し
、
積
余
は

小
数
以
下
の
単
位
が
繰
り
上
が
れ
ば
そ
れ
を
累
積
日
数
に
入
れ
、

こ
れ
を
歳
汎
積
と
す
る
。
定
距
の
二
乗
を
、
七
倍
し
、
八
分
の
一

に
し
、
そ
の
計
算
結
果
が
律
母
一

O
Oを
満
た
せ
ば
分
と
し
、
満

た
せ
な
け
れ
ば
繰
り
上
げ
ず
に
秒
・
忽
と
し
、
こ
れ
を
求
め
る
べ

き
「
歳
差
」
と
名
付
け
、
歳
汎
積
に
加
減
し
て
歳
定
積
と
す
る

(
置
所
求
定
距
以
律
数
乗
之
為
積
月
、
以
積
月
乗
日
率
為
積
目
、

以
積
月
乗
日
余
為
積
余
、
積
余
満
法
併
入
積
目
、
為
歳
汎
積
。
置

定
距
白
相
乗
為
実
、
七
之
八
而
一
、
所
得
満
律
母
為
分
、
不
満
退

除
為
秒
忽
、
是
名
所
求
蹴
差
、
来
減
往
加
汎
積
為
歳
定
積
)

(
引
)
。

求
め
る
べ
き
年
の
冬
至
の
日
が
、
一
二
八
一
年
か
ら
何
日
離
れ
て
い

る
か
、
消
長
値
を
考
慮
せ
ず
に
算
出
し
た
も
の
を
歳
汎
積
と
す
る
。
そ

の
算
出
方
法
は
、
ま
ず
、
定
距
に
、
律
数
一
二
を
乗
じ
て
累
積
月
数
を

出
し
、
さ
ら
に
臼
率
三

O
を
乗
じ
て
、
累
積
日
数
を
出
す
。
ま
た
累
積

月
数
に
日
余
馳
昨
(
一
朔
望
月
か
ら
整
数
部
分
を
引
い
た
も
の
)
を
乗

じ
た
も
の
を
積
余
と
す
る
。
累
積
日
数
に
積
余
を
足
し
た
も
の
が
歳
汎

積
で
あ
る
。
歳
汎
積
に
、
消
長
値
を
加
減
し
て
歳
定
積
と
す
る
。
歳
汎

積

u
n
消
長
値
H
ロ
歳
定
積
H
k
t

と
す
る
と
、

ロリロ
V
A
H
N
x
g
+
ロ
X
H
N
x
抽
部
H
'出
印
日
仏
間
ロ

7
4年分
H

斗ザ日

求
め
る
べ
き
年
が
実
際
の
暦
元
よ
り
前
な
ら
ば
〉
H
h

口

実
際
の
暦
元
よ
り
後
な
ら
ば
〉
u
n
+ロ

ゆ
え
に
歳
定
積
は
、

u
g
E
E
J詳
勺
日
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
計
算
を
、
律
暦
合
一
ー
と
い
う
観
点
か
ら
振
り
か
え
る
。

第
一
に
、
消
長
値
の
う
ち
、
七
と
八
と
い
う
数
字
を
、
律
暦
合
一
の
重

要
な
根
拠
で
あ
る
『
河
図
』
『
洛
害
』
に
結
び
付
け
た
。
実
際
に
は
、

『
授
時
暦
』
の
値
を
古
の
冬
至
の
記
録
に
合
う
よ
う
改
善
し
た
数
値
と

考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
消
長
値
を
利
用
し
た
歳
定
桜
田
計
算
で

は
、
万
暦
九
年
か
ら
、
律
の
名
を
冠
し
た
律
限
三

O
Oを
加
減
し
た
。

こ
れ
は
実
際
の
暦
元
を
一
一
一
八
一
年
に
移
動
さ
せ
る
た
め
の
操
作
で
あ

る
。
第
三
に
、
「
律
数
を
乗
じ
る
」
と
い
う
過
程
を
組
み
込
ん
だ
。
笑

際
に
は
、
一
年
の
月
数
二
一
を
乗
じ
、
累
積
月
数
を
出
す
た
め
の
操
作

で
あ
る
。
第
四
に
、
一
月
あ
た
り
の
概
算
日
数
三

O
日
を
律
率
と
呼
ん

だ
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
天
文
定
数
に
俸
の
名
を
冠
し
た
に
過
ぎ

ず
、
ま
た
計
算
過
程
を
か
え
っ
て
複
雑
に
し
た
と
も
言
え
る
。
し
か

し
、
敢
え
て
計
算
を
複
雑
に
し
て
ま
で
も
、
暦
法
計
算
の
あ
ら
ゆ
る
段

階
に
、
非
常
に
細
か
い
レ
ベ
ル
で
暦
と
律
を
関
連
付
け
よ
う
と
し
た
点

に
、
朱
載
靖
の
律
暦
合
一
に
対
す
る
強
い
意
志
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ

。
宝つ
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1

朱
載
培
の
候
気
解
釈

続
い
て
、
気
を
媒
介
と
す
る
律
暦
合
一
を
分
析
す
る
。
候
気
と
は
一

般
に
、
律
管
を
使
っ
た
気
の
観
測
術
と
解
釈
さ
れ
る
。
前
漢
京
一
一
房
白
場

合
、
三
重
の
壁
で
密
閉
し
た
部
屋
に
、
律
管
を
対
応
す
る
方
位
に
従
っ

て
並
べ
、
灰
を
管
の
端
に
つ
め
、
節
気
が
到
来
し
た
時
に
灰
が
動
く
と

考
え
た
。
『
情
書
官
』
で
は
灰
の
動
き
で
吉
凶
を
占
い
、
南
宋
の
察
元
定

は
候
気
を
、
黄
鐘
律
管
を
設
定
す
る
際
の
重
要
な
基
準
と
し
た
。

朱
載
塔
が
候
気
を
否
定
し
た
か
ど
う
か
は
、
単
純
に
決
定
で
き
な

い
。
ま
た
、
候
気
に
肯
定
的
か
否
定
的
か
を
指
摘
怖
に
し
、
朱
載
堵
が
科

学
的
か
呪
術
的
か
を
論
じ
る
こ
ー
と
も
意
味
が
な
い
(
担
)
。
ま
ず
、
『
律

呂
精
義
』
(
一
五
九
六
)
で
は
、
候
気
を
「
楽
を
お
こ
し
物
を
ま
ね
き

ょ
せ
る
」
説
と
「
管
を
埋
め
て
(
担
)
灰
を
飛
ば
す
」
説
に
分
け
、
前

者
を
肯
定
し
後
者
を
否
定
す
る
。
前
者
は
、
「
律
に
よ
っ
て
気
を
験
す
」

試
み
と
す
る
。
つ
ま
り
朱
載
堵
は
、
正
し
い
数
値
に
基
づ
い
た
律
管
を

用
い
、
気
を
候
う
と
い
う
行
為
自
体
は
肯
定
し
て
い
る
。
後
者
は
「
気

に
よ
っ
て
律
を
験
す
」
試
み
と
み
な
し
、
灰
が
飛
ぶ
か
ど
う
か
で
律
管

の
真
偽
は
定
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
も
そ
も
腐
が
正
し
く
な
け
れ

ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
観
測
さ
れ
る
気
も
乱
れ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
の
よ

う
な
気
を
基
準
に
律
を
判
別
し
て
は
本
末
転
倒
だ
と
考
え
た
(
旬
。
ち

な
み
に
朱
載
堵
は
『
律
呂
正
論
』
で
実
際
に
侠
気
術
を
試
し
、
灰
が
動

か
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
律
暦
融
通
』
(
一
五
八
一
)
で
は
、

先
述
の
通
り
、
序
文
に
て
日
影
を
測
る
こ
と
を
暦
法
の
基
礎
と
し
、
そ

れ
に
対
応
し
て
、
候
気
を
楽
律
学
の
基
礎
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
『
律

暦
融
通
』
巻
三
、
黄
鐘
暦
議
上
、
樟
紀
で
も
、
冬
至
と
正
日
一
を
定
め
る

際
、
日
影
の
測
定
と
並
び
、
気
を
候
う
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、

続
け
て
『
続
漢
書
」
律
暦
志
(
京
一
房
の
説
)
を
引
用
す
る
。
『
続
漢
書
』

に
よ
れ
ば
、
古
の
天
子
は
冬
至
・
夏
至
に
は
、
八
音
を
並
べ
、
楽
律
を

聴
き
、
日
影
を
計
測
し
、
鐘
律
を
う
か
が
い
、
律
管
に
つ
め
た
土
と
灰

を
は
か
る
と
言
う
。
例
え
ば
冬
至
は
、
陽
気
が
応
じ
、
日
影
は
最
も
長

く
、
黄
錨
の
律
に
あ
た
り
、
土
と
灰
は
軽
い
。
こ
れ
に
対
し
、
夏
至
で

は
土
と
灰
は
重
い
。
そ
の
理
由
は
、
『
准
南
子
』
の
説
に
依
拠
し
、
夏

至
で
は
五
行
田
う
ち
水
が
勝
つ
た
め
、
湿
気
が
多
く
灰
は
重
く
な
り
、

冬
至
で
は
火
が
勝
つ
た
め
、
乾
燥
し
灰
は
軽
く
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
朱
載
靖
も
、
灰
白
状
態
が
、
陰
陽
の
移
り
変
わ
り
を
反
映
す
る

と
い
う
認
識
は
共
有
し
て
い
る
。
ま
た
朱
載
塙
は
、
何
璃
の
回
答
を
参

考
に
し
、
候
気
の
説
を
論
じ
る
。

何
璃
は
「
或
る
人
が
孟
子
に
『
何
を
浩
然
の
気
と
言
う
の
か
』
と

聞
い
た
。
孟
子
は
『
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
の
気
は
、
至
大

至
剛
で
、
真
っ
直
ぐ
に
養
っ
て
害
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
天
地
の

簡
に
充
満
す
る
。
そ
の
気
は
、
義
と
道
に
連
れ
添
っ
て
存
在
し
、

義
と
道
が
な
け
れ
ば
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
は
義
が
集
ま
っ
て

内
か
ら
生
じ
る
も
の
で
、
外
か
ら
無
理
矢
理
取
り
入
れ
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
行
い
の
う
ち
、
心
に
や
ま
し
い
こ
と
が

あ
れ
ば
、
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
の
だ
』
と
答
え
た
(
公
孫
丑
上
)
」

左
い
っ
た
。
律
と
は
、
候
気
の
謂
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
公
孫
弘
は

「
心
が
和
め
ば
、
気
も
和
み
、
気
が
和
め
ば
、
形
も
和
み
、
形
が

和
め
ば
、
音
も
和
み
、
音
が
和
め
ば
、
天
地
の
和
も
応
じ
る
」
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(
『
漢
書
』
公
孫
弘
伝
)
と
言
う
。
つ
ま
り
、
律
は
形
而
下
の
も
の

で
あ
り
、
気
は
形
而
上
の
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
を
道
と
い
い
、

形
而
下
を
器
、
と
い
い
、
道
に
求
め
ず
に
器
に
求
め
る
な
ど
、
あ
っ

た
た
め
し
が
一
な
い
。
古
白
人
は
律
管
に
よ
っ
て
政
事
の
得
失
を

占
い
、

A
7
の
人
は
暦
(
に
も
と
づ
く
候
気
)
に
よ
っ
て
律
管
の
真

偽
を
論
じ
る
が
、
そ
の
本
旨
を
失
っ
て
い
る
(
璃
之
言
日
「
或
問

孟
子
、
何
謂
浩
然
之
気
。
日
難
言
也
。
其
為
気
也
、
至
大
至
剛
、

以
直
養
而
無
害
、
則
塞
子
天
地
之
問
。
其
為
気
也
、
配
義
与
道
、

無
是
倭
也
。
是
集
義
所
生
者
、
非
義
襲
而
取
之
也
。
行
有
不
慌
於

心
、
則
餓
突
。
」
律
、
倣
気
之
謂
欺
。
公
孫
弘
日
「
心
和
則
気
和
、

気
和
田
則
形
和
、
形
和
則
声
和
、
声
和
則
天
地
之
和
応
実
。
」
蓋
律

者
形
而
下
者
也
、
気
者
形
而
上
者
也
。
形
而
上
謂
之
道
、
形
而
下

調
乙
器
、
不
求
諸
道
而
求
諸
器
、
未
之
有
也
。
古
人
以
律
占
政

事
之
得
失
、

A
7
人
以
暦
験
律
管
之
真
偽
、
失
其
旨
失
)
(
白
)
。

朱
載
塙
は
、
『
孟
子
』
を
引
用
し
た
何
璃
と
、
公
孫
弘
の
言
を
も
と

に
、
心
と
気
の
因
果
関
係
を
述
べ
、
両
者
が
と
も
に
形
而
上
で
あ
る
と

考
え
た
。
人
間
の
心
次
第
で
気
が
ど
う
養
わ
れ
る
の
か
が
決
ま
る
な

ら
、
気
も
形
而
上
に
属
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
而
上
に
属
す
律
管
に
、
形

而
上
の
問
題
を
求
め
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
律
に
よ
っ
て
、
人
心
の

問
題
が
関
わ
る
政
事
を
占
う
こ
と
も
、
ま
た
候
気
に
よ
っ
て
律
管
の
是

非
を
判
断
す
る
こ
と
も
、
形
而
上
と
形
而
下
町
問
題
を
混
在
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
、
と
い
う
の
だ
。

『
律
呂
精
義
』
と
『
律
暦
融
通
』
両
方
に
共
通
す
る
朱
載
埼
の
主
張

の
要
点
は
、
候
気
か
ら
、
占
い
や
律
管
の
真
偽
を
定
め
る
と
い
っ
た
目

的
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
り
、
陰
陽
の
変
他
を
読
み
取
る
手
段
と
し
て

の
候
気
、
純
粋
に
気
を
候
う
手
段
と
し
て
の
候
気
に
は
、
意
味
を
認
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

卦
支
配
日
と
楽
律

日
々
刻
々
と
移
り
変
わ
る
陰
陽
の
変
化
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
陰

陽
の
パ
タ
ー
ン
が
集
約
吉
れ
た
易
の
六
回
卦
、
そ
し
て
一
二
律
を
、
一

年
四
節
気
に
対
し
て
ど
う
配
当
す
る
の
か
は
重
要
な
問
題
と
な
る
。
朱

載
塙
が
暦
法
計
算
で
多
く
を
依
拠
し
た
『
授
時
膚
』
は
、
暦
と
昌
・
律

の
結
合
を
意
識
的
に
排
除
し
た
(
由
)
。
し
か
し
朱
載
塙
は
「
た
だ
許
衡

の
『
授
時
暦
』
だ
け
は
、
卦
交
配
日
を
斥
け
て
用
い
ず
、
今
に
至
る
ま

で
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
私
自
新
し
い
方
法
で
は
卦
支
配
日
を
用
い
る

が
、
旧
来
の
方
法
と
は
大
い
に
異
な
る
(
惟
許
衡
『
授
時
震
』
瓢
之
不

用
、
至
今
従
之
。
新
法
難
用
卦
主
配
日
、
然
与
旧
術
、
則
大
不
同
)
」

(
む
と
述
べ
、
敢
え
て
、
卦
交
配
日
法
を
と
り
あ
げ
詳
細
に
説
明
し
た

白
で
あ
る
。

朱
載
堵
は
ま
ず
、
京
房
の
卦
主
配
日
法
を
批
判
す
る
。
京
一
一
房
は
、
三

分
損
益
を
繰
り
返
し
、
六

O
律
ま
で
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
六

O
律

六
四
卦
を
一
年
に
割
り
当
て
、
候
気
を
行
い
灰
白
飛
び
方
を
見
て
気
の

到
来
を
う
か
が
っ
た
(
阻
)
。
律
管
の
配
当
に
つ
い
て
は
、
「
六
日
七
分

之
術
」
を
採
る
。
六

O
本
の
律
管
で

ug咋
日
を
等
分
す
る
と
、
一
律

あ
た
り

α
昨
日
と
な
る
。
ま
た
、
卦
の
配
当
に
つ
い
て
は
、
唐
の
一
行

『
大
街
暦
議
』
(
『
新
唐
書
』
暦
志
)
に
依
拠
し
説
明
す
る
と
、
京
官
房
は

六
四
卦
三
六
回
交
を
一
年
の
日
数
に
配
当
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

四
時
に
配
当
さ
れ
る
攻
・
離
・
震
・
免
は
、
そ
の
初
立
が
臨
日
に
配
当

さ
れ
、
願
晋
・
升
大
育
の
卦
が
印
昨
日
、
残
り
の
卦
は
。
酢
日
に

2 
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配
当
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
行
は
、
京
一
一
層
の
万
法
で
は
一
卦
・
一
主
あ

た
り
の
日
数
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る

(80
朱
載
堵
も
一

行
の
批
判
を
踏
ま
え
、
京
房
の
方
法
は
「
災
難
を
占
い
、
土
口
凶
を
験
す

に
過
ぎ
ず
(
号
、
陰
陽
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
混
乱
し
て
明

ら
か
で
は
な
い
」
と
い
う
(
型
。
そ
れ
で
は
、
朱
載
塙
は
ど
の
よ
う
に

卦
と
楽
津
を
配
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
朱
載
培
は
、
何
璃
が
、
部
潅
の

伝
え
た
先
天
図
に
基
づ
き
作
成
し
た
横
図
縦
図
、
そ
し
て
六
四
卦
の

方
図
を
参
照
し
、
配
当
を
考
え
る
。

震
・
巽
・
恒
益
は
、
ま
こ
と
に
中
央
に
居
り
、
こ
の
四
卦
は
内

卦
・
外
卦
と
も
に
木
に
属
し
、
伏
義
の
尚
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
群
卦
の
根
本
で
あ
り
、
四
時
を
統
べ
、
陽
剛
・
陰
柔
を
以
て

春
・
秋
・
h
品

7
夏
に
分
配
す
る
。
震
は
春
分
、
巽
は
秋
分
で
あ

る
。
風
雷
を
そ
の
証
拠
と
す
る
左
、
益
は
、
雷
が
内
、
風
が
外
で

あ
り
、
恒
は
風
が
内
、
話
が
外
で
あ
っ
て
、
冬
至
・
夏
至
の
象
で

あ
る
。
こ
の
四
卦
を
除
け
ば
、
残
り
の
六
十
卦
は
冬
至
の
日
を
復

の
初
九
と
し
、
願
・
屯
・
既
済
・
家
人
が
そ
れ
に
続
い
て
、
こ
の

五
卦
は
子
位
に
在
り
、
黄
鐘
の
後
段
及
び
大
呂
の
前
段
に
応
じ

る
。
:
・
卦
呈
が
分
か
れ
て
い
く
様
子
は
、
五
声
と
同
じ
で
、
黄

鐘
の
後
段
・
初
均
で
あ
る
宮
戸
が
、
復
卦
の
初
九
で
あ
り
、
長
象

は
商
角
・
徴
・
羽
を
積
み
重
ね
、
復
卦
の
六
二
を
得
て
、
上
六

に
至
り
、
そ
の
後
は
、
願
卦
の
初
九
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に
六

O

卦
三
六

O
交
を
一
年
の
日
数
に
配
当
す
る
際
、
た
だ
盈
・
没
だ
け

を
闘
日
と
し
、
長
象
が
な
い
の
は
、
閑
月
に
中
気
が
な
い
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
術
は
律
呂
の
術
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

暦
経
は
こ
れ
を
性
記
す
る
(
震
・
巽
・
恒
国
益
実
居
中
央
、
此
四

卦
者
貞
・
悔
皆
属
木
、
伏
義
所
尚
也
、
故
為
群
卦
之
宗
、
総
統
四

時
、
而
以
陽
剛
・
陰
柔
分
配
春
・
秋
・
冬
・
夏
。
震
春
分
、
巽
秋

分
。
以
風
雷
為
験
也
、
益
則
雷
在
内
風
在
外
、
恒
則
風
在
内
雷
在

外
、
冬
至
夏
至
之
象
。
除
此
四
卦
、
其
余
六
十
以
冬
至
日
為
復

初
九
、
而
次
之
以
願
屯
既
済
・
家
人
、
此
五
卦
在
子
位
、
以

応
黄
鐘
後
段
及
大
呂
前
段
也
。
・
・
卦
克
之
策
、
与
声
策
岡
、
黄

鐙
後
段
初
均
宮
声
、
則
為
復
卦
初
九
、
交
象
累
加
芦
策
、
得
復
六

二
、
至
於
上
六
、
而
後
継
以
顧
卦
初
九
、
如
是
、
六
十
卦
三
百
六

十
立
当
暴
之
日
、
惟
盈
没
為
閣
日
、
無
主
象
者
、
亦
猶
悶
月
無

中
気
也
、
以
其
術
与
律
呂
術
問
、
是
故
暦
経
附
載
)
(
担
)
。

ま
ず
卦
の
配
当
で
あ
る
。
朱
載
靖
は
六
四
卦
の
う
ち
、
六

O
卦
三
六

O
呈
を
一
年
の
回
数
に
配
当
し
、
気
油
国
・
朔
虚
(
担
)
に
は
叉
象
が
な

い
と
し
た
。
震
巽
恒
・
益
は
群
卦
四
根
本
と
し
て
四
時
を
統
べ
、

そ
の
ほ
か
六

O
卦
は
、
冬
至
を
復
の
初
九
と
し
、
続
け
て
願
・
屯
既

済
-
家
人
以
下
、
一
長
一
目
、
一
卦
六
日
、
五
卦
一
月
と
配
当
し
て

い
っ
た
。
確
か
に
卦
・
叉
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
る
日
数
は
寄
し
く
な

る。
続
い
て
、
二
一
律
に
は
、
ど
う
配
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
引
用

文
中
で
は
、
復
・
願
屯
・
既
済
家
人
が
黄
鐘
の
後
段
・
大
呂
の
前

段
に
配
当
さ
れ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
。
『
律
暦
融
通
』

巻
三
、
黄
鐘
暦
議
上
、
律
紀
に
よ
れ
ば
(
旬
、
以
下
の
よ
う
に
配
当
さ

れ
る
。
一
年
三
六
五
二
四
二
五
日
を
一
二
律
で
割
る
と
、
一
律
あ
た

り
三

0
日
四
三
刻
有
余
と
な
る
。
そ
の
律
の
半
律
(
正
律
よ
り
オ
ク

タ
ー
ブ
高
い
律
)
を
前
段
、
正
律
を
後
段
k
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ

れ
、
初
中
末
の
三
均
に
分
か
れ
、
一
均
あ
た
り
五
日
じ
刻
有
余
を
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掌
る
。
一
均
は
さ
ら
に
五
声
に
分
か
れ
、
一
声
あ
た
り
一
日
一
刻
有
余

を
掌
る
。
平
均
律
で
あ
る
た
め
、
と
な
り
あ
う
律
均
・
声
の
関
係
は

全
て
等
比
と
な
り
、
整
数
に
は
な
ら
な
い
が
、
す
べ
て
同
ピ
日
数
を
掌

る
。
つ
ま
り
、
一
年
の
日
数
を
す
べ
て
一
二
律
と
五
声
で
ま
か
な
え
る

た
め
、
京
房
の
よ
う
に
一
二
律
以
上
を
設
定
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ

は
、
平
均
律
が
、
ど
こ
ま
で
も
同
じ
律
長
比
で
分
割
可
能
で
あ
る
こ
と

を
生
か
し
た
配
日
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
資
料
I
は
、
朱
載
埼
の
節

気
卦
・
楽
律
の
配
当
を
、
冬
至

l
大
寒
の
み
抜
粋
し
た
表
で
あ
る
。

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
配
日
の
技
術
自
体
の
優
劣
で
は
な
く
、

『
授
時
暦
』
が
す
で
に
放
棄
し
た
漢
代
以
来
の
卦
呈
配
日
説
を
、
朱
戦

靖
が
敢
え
て
継
承
し
、
特
に
一
日
一
日
の
陰
陽
の
変
化
に
気
を
配
り
な

が
ら
、
平
均
律
の
特
性
を
生
か
し
て
新
し
い
説
を
提
出
し
た
点
で
あ

る
。
先
述
し
た
候
気
と
並
び
、
卦
呈
配
日
説
は
明
代
で
は
否
定
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
中
、
朱
載
靖
は
敢
え
て
両
者
を
採
用
し
、
気
に
よ
る
律
磨

合
一
を
試
み
た
り
で
あ
る
。

五

定
数
と
常
連

続
い
て
、
朱
械
情
が
数
や
浬
と
い
っ
た
概
念
を
ど
う
捉
え
た
の
か
分

析
し
、
律
暦
合
一
を
唱
え
た
理
由
を
考
察
す
る
。
朱
載
靖
は
「
日
月
が

食
す
る
か
ど
う
か
は
、
月
の
運
行
の
表
裏
・
交
点
か
ら
の
遠
近
を
見
る

べ
き
で
、
み
な
計
算
す
る
こ
と
で
推
察
で
き
る
(
日
月
之
食
与
否
、
当

観
月
行
表
裏
距
交
遠
近
、
皆
可
以
箸
策
而
推
惹
こ
と
し
、
泥
球
を

作
り
月
に
見
立
て
、
太
陽
に
見
立
て
た
光
を
各
方
向
か
ら
当
て
る
実
験

を
行
い
、
「
日
食
の
象
」
(
泥
球
の
後
方
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
光
を
あ
て
、

光
が
完
全
に
球
に
覆
わ
れ
る
状
態
)
と
「
月
食
の
象
」
(
泥
球
の
前
方

か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
光
を
あ
て
、
人
が
そ
の
光
を
背
に
し
て
遮
っ
て
立
っ

と
、
泥
球
が
完
全
に
影
に
覆
わ
れ
る
状
態
)
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
以

下
の
よ
う
に
言
う
。

⑤
六
五
・
羽

⑪

六

五

宮

⑫

九

五

商

@

九

五

角

⑫
九
五
・
徴

資料 I

黄
鐘
(
三

O
日
四
三
刻
有
余
)
冬
至

H
益
(
初
九
)
小
寒
川
益
(
六
一
一
)

復
(
①
初
九
宮
②
六
三
・
商
③
六
三
・
角
③
六
四
・
徴

黄
鐘
正
律
顧
(
⑦
初
九
商
⑧
六
二
・
角
@
六
一
二
・
徴
⑩
六
四
・
羽

屯
(
⑬
初
九
・
角
⑭
六
二
・
徴
⑮
六
三
-
羽
⑮
六
四
・
宮

大
呂
半
律
既
済
(
⑮
初
九
・
徴
@
六
二
・
羽
⑫
九
一
ニ
・
宮
⑫
六
四
・
商

家
人
(
@
初
九
・
羽
⑧
六
二
・
宮
@
九
三
・
高
⑧
六
四
・
角

大
呂
(
三

O
日
四
三
刻
有
余
)
大
紫
、
日
益
(
六
三
)
立
春
H
益
(
六
四
)

※
O
内
の
数
は
冬
至
か
ら
数
え
た
日
数
。
厳
密
に
は
一
戸
あ
た
り
一
日
一
刻
有
余
が
配
当
さ
れ
る
。

⑥
上
六
宮
)

⑫
上
九
商
)

⑬
上
六
角
)

⑧
上
六
徴
)

⑩
上
九
・
羽
)
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そ
も
そ
も
涯
が
あ
っ
て
後
に
象
が
あ
り
、
象
が
あ
っ
て
後
に
数
が

あ
り
、
理
は
象
に
よ
っ
て
顕
れ
、
数
は
理
か
ら
出
て
、
理
と
数
は

連
動
し
て
お
り
食
い
違
う
は
ず
は
な
い
。
お
よ
そ
天
地
の
進
化
は

そ
の
数
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
央
有
理
而
後
有
象
、
有
象

而
後
有
数
、
理
由
象
顕
、
数
自
理
出
、
理
数
可
相
俺
而
不
可
相

違
。
凡
天
地
造
化
莫
能
逃
其
数
)
(
担
)
。

日
月
食
に
は
理
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
象
が
あ
り
、
そ
の
象
を
説

明
で
き
る
数
が
あ
る
と
考
え
る
朱
載
培
に
と
っ
て
、
日
月
食
は
決
し
て

災
異
で
は
な
い
。
彼
は
数
を
強
く
信
頼
す
る
と
同
時
に
、
人
聞
は
そ
の

数
を
必
ず
捉
え
ら
れ
る
と
し
、
「
太
陽
と
月
白
運
行
に
は
一
定
の
数
が

あ
り
、
交
を
過
ぎ
れ
ば
食
す
の
は
、
理
の
常
で
あ
る
(
日
月
之
行
有
一

定
之
数
、
過
交
則
食
、
理
之
常
也
)
」
(
時
)
と
考
え
た
。

日
月
の
食
は
、
計
算
に
よ
っ
て
推
し
測
れ
る
。
と
れ
は
数
が
自
然

と
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
。
太
陽
と
月
の
交
食
は
、
も
と

よ
り
み
な
常
理
で
あ
り
、
決
し
て
災
異
で
は
な
い
。
・
・
・
し
か
し

太
陽
と
月
は
生
き
生
き
と
運
動
す
る
の
で
、
一
度
定
め
た
き
り
変

更
も

L
な
い
方
法
で
計
算
し
て
確
定
し
、
数
値
を
間
違
わ
な
い
で

い
る
の
は
、
ま
た
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
暦
法
を
確
か
め
る
者

は
、
一
分
一
刻
の
差
を
親
と
し
、
二
分
二
刻
を
次
親
と
し
、
三
分

三
刻
を
疎
と
し
、
四
分
四
刻
を
疎
遠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
百
発
百

中
と
し
た
こ
と
は
な
い
。
も
し
食
に
定
数
が
な
い
と
い
う
の
な

ら
、
ほ
と
ん
ど
偽
り
で
あ
る
(
日
月
之
食
、
於
算
可
推
而
知
、
則

是
数
日
当
然
・
・
・
日
月
交
食
固
皆
常
理
、
実
非
災
里
一
。
・
・
雌
然

日
月
者
活
躍
也
、
欲
以
死
法
算
定
、
不
失
分
刻
、
是
亦
難
実
。
故

課
暦
者
、
以
差
一
分
一
刻
為
親
、
二
分
二
刻
為
次
親
、
三
分
三
刻

為
疎
、
四
分
四
刻
為
疎
遠
、
未
敢
自
以
為
百
発
百
中
也
。
若
謂
食

非
定
数
、
則
近
謹
突
)
(
訂
)
。

日
月
食
が
起
こ
る
の
は
常
理
だ
が
、
朱
載
培
は
完
撃
に
推
算
す
る
こ

と
の
難
し
き
も
十
分
認
識
し
て
い
る
。
た
だ
、
彼
は
、
推
算
が
百
発
百

中
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
定
数
が
な
い
と
は
見
な
さ
な
い
。
計
算
法

の
改
善
に
努
力
を
惜
し
ま
ず
に
励
み
、
日
月
の
生
き
生
き
と
し
た
動
き

を
精
確
に
捉
え
、
暦
法
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
で
、
常
理
は
必
ず
捉
え

ら
れ
る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
(
想
。

日
月
食
が
災
奥
で
な
い
な
ら
ば
、
(
災
異
を
予
見
す
る
手
段
」
と
し

て
の
暦
法
の
存
在
意
義
は
、
限
り
な
く
失
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
朱
載
堵

は
、
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
暦
法
を
追
究
す
る
の
か
。

天
の
運
行
に
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
く
、
た
だ
数
だ
け
が
そ
の

萌
し
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
道
は
非
常
に
奥
深
い
が
、

数
に
よ
っ
て
そ
の
神
妙
な
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
は
数

に
よ
っ
て
顕
れ
、
数
は
理
に
よ
っ
て
出
で
、
理
と
数
は
互
い
に
頼

り
合
っ
て
い
て
、
食
い
違
う
は
ず
は
な
い
の
は
、
古
の
道
で
あ

る
。
暦
は
、
規
則
性
の
あ
る
数
で
あ
り
、
一
日
と
し
て
ず
れ
て

は
な
ら
な
い
。
わ
ず
か
な
ず
れ
が
、
天
と
人
の
秩
序
を
乱
し
、
あ

ら
ゆ
る
事
の
時
を
食
い
違
わ
せ
る
。
ま
こ
と
に
国
家
を
保
つ
者
の

重
ん
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
天
運
無
端
、
惟
数
可
以
測
其
機
。
天

道
至
玄
、
因
数
可
以
見
其
妙
。
盟
由
数
顕
、
数
自
理
出
、
理
数
可

相
筒
而
不
可
栢
達
、
古
之
道
也
o
e
-
-
暦
者
有
常
之
数
也
、
不
可
一

日
而
蓑
。
差
之
事
麓
則
乱
天
人
之
序
、
講
百
事
之
時
、
誠
有
国
家

者
之
所
重
)
(
担
)
。

朱
載
靖
は
、
暦
法
の
わ
ず
か
な
ず
れ
が
、
天

E
人
の
秩
序
を
乱
す
と
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考
え
た
。
政
治
の
乱
れ
へ
の
警
告
が
天
文
上
の
異
常
と
な
っ
て
現
れ
る

の
で
は
な
く
、
天
文
推
算
の
不
正
確
さ
に
起
因
す
る
暦
法
の
乱
れ
が
、

天
の
運
行
と
、
人
間
世
界
の
進
行
の
ず
れ
を
導
き
、
そ
の
結
果
政
治
の

乱
れ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

朱
載
靖
に
と
っ
て
、
易
・
律
・
暦
は
、
陰
陽
の
精
妙
吉
が
尽
く
さ
れ

た
『
河
図
』
『
洛
書
』
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
暦
法
の

定
数
、
そ
の
背
後
に
あ
る
常
理
は
、
易
・
律
に
も
通
じ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
常
理
を
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
我
々
人
聞
の
世
界
は
、
天
由
連

行
・
陰
陽
の
変
化
と
合
わ
な
く
な
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
朱
戴
塙
の
律
磨

r

合
一
思
想
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
、
律
暦
を
動
か
し
て
い
る
数
、
そ
の

背
後
に
あ
る
現
を
捉
え
る
こ
と
で
、
人
間
世
界
に
も
問
責
す
る
理
を
把

匿
し
、
自
然
秩
序
と
完
全
に
通
じ
た
世
界
を
模
索
す
る
試
み
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

語

本
稿
で
は
、
朱
載
堵
が
律
と
暦
を
ど
う
捉
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方

式
で
律
暦
合
一
を
は
か
つ
て
き
た
か
、
特
に
数
や
気
を
媒
介
に
し
て
つ

な
が
る
律
暦
の
姿
を
論
じ
た
。
ま
ず
、
朱
栽
培
の
律
暦
合
一
思
想
の
特

徴
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。
第
一
に
、
天
文
学
の
基
本
定
数
に
、
楽
律
学

に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
数
値
を
組
み
込
ん
だ
。
第
二
に
、
そ

の
定
数
を
基
礎
に
し
て
暦
計
算
を
行
う
こ
と
で
、
暦
法
全
体
に
楽
律
が

織
り
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
儀
相
を
呈
し
た
。
第
三
に
、
候
気
術
や
卦

支
配
日
説
に
依
拠
し
つ
つ
も
占
い
の
要
素
を
取
り
除
き
、
陰
陽
の
変
化

を
見
る
と
い
う
目
的
に
絞
っ
て
、
易
・
律
・
暦
の
合
一
を
試
み
た
。

続
い
て
、
律
暦
合
一
思
想
の
系
譜
に
お
け
る
朱
載
靖
の
意
味
を
考
察

す
る
。
朱
載
堵
の
律
暦
合
一
思
想
の
枠
組
み
自
体
は
、
漢
代
の
劉
散
や

京
一
房
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
劉
散
が
、
律
暦

と
経
学
、
特
に
易
学
と
の
結
合
を
は
か
っ
た
後
、
ず
い
ぶ
ん
と
長
い

間
、
律
麿
合
一
と
い
う
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
新
し
い
経
学
と
の
結
合

は
試
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
三
分
損
益
法
に
依

拠
す
る
限
り
、
一
二
律
は
完
全
に
は
循
環
し
な
い
た
め
、
こ
の
楽
律
体

系
に
お
い
て
暦
と
の
結
合
を
は
か
る
こ

E
自
体
、
抵
抗
感
を
覚
え
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
朱
載
堵
は
ご
一
平
均
律
を
発
明
し
、
一
二
律
の
循
環

性
を
獲
得
で
昔
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
律
暦
合
一
の
か
た
ち
を
模
索
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
技
術
的
課
題
を
ク
リ
ア
す
る
一
方

で
、
朱
載
靖
は
思
想
的
課
題
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
は
、
革
耳
元
定

の
唱
え
た
河
十
洛
九
説
を
、
楽
律
の
基
礎
と
な
る
黄
錨
律
管
の
寸
法

と
、
暦
法
の
基
礎
と
な
る
天
文
定
数
と
に
組
み
込
ん
だ
。
ま
た
、
部
棄

の
先
天
易
学
を
、
何
塘
の
理
解
を
通
し
て
応
用
し
、
新
し
い
卦
主
・
楽

律
配
日
法
を
記
述
し
た
。
こ
れ
ら
は
両
方
と
も
、
宋
代
に
お
け
る
象
数

易
を
、
律
磨
合
一
思
想
の
中
に
展
開
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か

し
、
例
え
ば
察
元
定
が
、
も
し
暦
書
も
記
し
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
易

学
を
組
み
込
み
、
律
暦
合
一
を
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
朱
憲
が
、
楽
律
学
と
暦
学
の
数
理
体
系
の
安
易
な
統
合
に
対
し

て
、
非
常
に
警
戒
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
旬
。
そ
し
て
『
授
時
暦
』

も
同
様
に
天
文
学
以
外
の
要
素
を
排
除
し
た
。
朱
烹
も
『
授
時
膳
』

も
、
万
物
に
通
じ
る
普
遍
的
な
理
を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
個
別
の
学

術
に
取
り
組
む
際
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
事
物
に
備
わ
る
理
(
「
分
殊
」

的
理
)
を
地
道
に
探
究
す
る
こ
と
に
力
を
傾
け
、
普
遍
的
な
理
へ
と
安

易
に
飛
躍
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
複
数
の
学
術
を
数
理
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的
に
結
合
し
よ
う
と
す
れ
ば
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
を
、
十
分
認
識
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
朱
載
塙
は
、
こ
う
い
っ
た
流
れ
に
逆
行
す
る
。
彼
は

易
・
律
・
暦
な
ど
、
様
々
な
学
術
を
数
・
気
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
、
そ

れ
ら
に
通
じ
る
象
数
学
的
原
理
を
重
視
し
た
由
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
律
障
を
合
一
さ
せ
る
行
為
そ
れ
自
体
が
、
朱
嘉
の

学
術
観
に
そ
ぐ
わ
な
い
以
上
、
朱
載
塙
が
い
か
に
部
薙
や
禁
元
定
、
朱

烹
の
理
論
を
導
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
朱
載
靖
の
理

解
す
る
朱
子
学
に
基
づ
い
て
再
編
さ
れ
た
も
申
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
朱

載
靖
の
朱
子
学
理
解
と
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
最
後
に
、

朱
烹
と
朱
載
靖
の
理
気
観
を
ヰ
取
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

朱
烹
に
と
っ
て
、
律
や
暦
と
い
う
学
術
が
有
す
る
理
は
、
あ
く
ま
で

「
分
殊
」
的
理
で
あ
り
、
律
暦
の
み
な
ら
ず
、
宇
宙
に
存
在
す
る
あ
ら

ゆ
る
事
物
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
涯
を
持
つ
。
「
分
殊
」
的
理

を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
窮
め
て
い
〈
こ
と
は
、
最
終
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
貫
通
す
る
普
遍
的
理
に
近
づ
〈
た
め
の
、
必
要
不
可
欠
な
段
階
で
は

あ
る
が
、
律
や
暦
の
理
は
決
し
て
、
普
通
的
な
理
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
以
外
の
様
々
な
客
観
的
対
象
、
さ
ら
に
自
分
の
心
と
い
う

主
観
的
対
象
の
理
も
合
め
、
あ
ら
ゆ
る
「
分
殊
」
的
理
を
窮
め
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
朱
裏
は
、
理
は
気
な
し
で
は
存
在
し
え
な
い
と
す
る

が
、
理
は
あ
く
ま
で
気
に
先
ん
じ
る
存
在
で
あ
り
、
理
は
気
そ
の
も
の

で
は
な
い
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
、
人
間
が
陰
陽
二
気
を
認
識
す
る
だ
け

で
は
、
普
通
的
な
理
が
何
で
あ
る
か
を
到
底
説
明
し
尽
せ
な
い
。

こ
れ
に
対

L
、
朱
載
堵
の
理
解
し
た
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
理
と
は

す
な
わ
ち
、
律
肢
と
い
う
学
術
が
有
す
る
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
律
暦
の
理
が
、
「
分
殊
」
的
理
で
は
な
く
、
人
間
も
含
め
た
あ
ら

ゆ
る
序
在
に
貫
通
す
る
普
遍
的
な
理
と
し
て
、
捉
え
な
お
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
「
理
が
気
に
先
立
つ
」
と
い
う
認
識
が
畷
昧
に
な
り
、
「
気

あ
っ
て
こ
そ
の
理
」
と
い
う
側
面
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

気
と
し
て
現
れ
た
現
象
を
説
明
す
る
存
在
で
あ
る
数
を
、
理
と
完
全
に

表
裏
一
体
の
も
白
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

朱
栽
培
の
理
気
観
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
す
る
。
少
な
く
と
も
本
稿

で
論
じ
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
朱
載
靖
の
理
と
は
、
専
ら
自
然
秩
序
の

中
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
陰
陽
二
気
の
精
妙
さ
が
尽

く
さ
れ
た
『
河
図
』
『
洛
書
』
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
律
暦
が
形
作
る
象

を
、
数
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
気
の
背
後
に
あ
る
理
を
捉
え
ら

れ
る
と
し
た
。
自
分
の
心
に
備
わ
る
理
も
重
視
し
た
朱
裏
と
異
な
り
、

朱
戦
靖
の
場
合
は
、
客
観
的
対
象
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

朱
教
培
は
律
暦
の
理
を
、
自
分
そ
し
て
人
聞
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在

が
互
い
に
関
連
し
あ
う
世
界
に
ま
で
通
じ
る
理
と
し
て
、
捉
え
寵
そ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
朱
載
埼
の
担
握
し
よ
う
と
し
た
理

は
、
律
麿
だ
け
に
存
在
す
る
理
で
は
な
く
、
大
胆
に
も
、
す
べ
て
を
貫

く
普
遍
的
な
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
白
理
を
読
み
取
れ
な
け
れ
ば
、

人
間
世
界
は
自
然
世
界
と
ず
れ
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
生
活
も
政
治
も

乱
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
も
、
同
じ
理
に
よ
っ
て
秩
序
立
て
ら
れ
る
自

然
秩
序
の
中
に
、
完
全
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
人
闘
を
含
め
た

す
べ
て
の
現
象
に
共
通
す
る
理
を
、
数
を
捉
え
る
こ
と
で
認
識
で
雪
る

な
ら
ば
、
朱
械
靖
に
と
っ
て
、
理
の
探
し
場
所
を
ど
こ
に
と
る
か
1
1
1

人
聞
の
内
で
探
す
か
、
外
で
探
す
か
|
|
は
、
最
終
的
に
は
も
は
や
問

題
と
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
律
跨
の
理
が
万
物
に
通
じ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
律
暦
以
外
の
手
段
で
も
、
理
を
窮
め
て
い
く
こ
と
は
、
論
理
上
可
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能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
窮
理
す
る
対
象
は
、
客
観
的
対
象
に
限
ら
ず
、

自
分
の
心
で
あ
っ
て
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
載
靖
は
律
暦

を
選
ん
だ
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
理
を
気
・
数
と
ほ
ぼ
同
次
元
で

認
識
す
る
思
想
で
あ
り
理
は
気
・
数
が
あ
っ
て
初
め
て
認
識
さ
れ
う

る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
分
の
心
は
、
少
な
く
と
も
こ
の

時
代
に
お
い
て
は
、
数
と
し
て
認
識
し
ょ
う
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

律
管
と
い
う
具
体
的
事
物
や
、
天
体
と
い
う
具
体
的
事
象
は
v

数
と
し

て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
数
と
理
が
表
裏
一
体
で
あ
る
以
上
、
精
確
に

数
を
認
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
理
に
近
づ
け
る
。
律
暦
と
い
う
学

術
分
野
が
古
く
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
膨
大
な
数
を
蓄
積
し
て
き
た
か
を
思

え
ば
、
理
を
見
出
す
手
段
と
し
て
律
暦
を
選
ぶ
こ
と
は
、
非
常
に
効
巣

的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
朱
載
靖
と
朱
子
学
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え

ば
「
朱
子
学
の
『
格
物
窮
理
』
を
ふ
ま
え
ウ
つ
、
そ
の
実
証
的
立
場
を

徹
底
さ
せ
た
」
(
判
)
な
ど
と
さ
れ
た
。
も
し
朱
載
堵
が
「
分
殊
」
的
理

を
ひ
た
す
ら
実
証
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ

れ
ま
で
通
り
の
評
価
で
妥
当
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
理
解
し
た

朱
子
学
、
そ
し
て
そ
の
要
で
あ
る
理
気
観
そ
れ
自
体
が
、
上
述
し
た
よ

う
に
朱
蕪
と
は
か
な
り
異
な
る
以
上
、
朱
栽
培
の
格
物
窮
理
と
、
朱
烹

本
人
の
格
物
窮
理
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
の
は
不
正
確
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
朱
載
靖
が
律
磨
研
究
で
目
指
し
た
も
白
は
、
律
麿
と
い
う
個
別

事
例
の
実
証
的
学
問
で
は
な
く
、
ま
さ
に
律
暦
に
よ
っ
て
普
遍
的
理
を

追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
朱
載
靖
は
、
律
暦
の
研
究
こ
そ
が
、

人
閣
を
含
め
た
万
物
に
秩
序
を
も
た
ら
す
普
遍
的
理
を
捉
え
る
た
め
の

手
段
で
あ
る
と
、
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

朱
載
靖
の
学
術
が
、
中
国
思
想
史
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
筆
者

は
、
朱
載
培
と
い
う
人
物
が
、
朱
子
学
か
ら
清
朝
考
証
学
へ
と
移
り
変

わ
る
明
代
後
期
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
実
学
思
潮
と
い
う

概
括
以
上
回
、
ひ
と
つ
の
説
明
を
与
え
る
存
在
な
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
学
問
系
統
的
に
は
朱
子
学
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
が
、
主
観
的

な
心
よ
り
も
客
観
的
な
対
象
に
積
極
的
に
理
を
見
出
し
て
い
く
朱
載
塙

の
態
度
は
、
例
え
ば
顧
炎
武
が
、
朱
子
学
四
心
性
論
を
批
判
的
に
捉
え

た
上
で
、
心
よ
り
も
具
体
的
な
事
物
に
即
し
て
こ
そ
理
が
顕
れ
る
と
考

え
、
音
韻
学
や
文
字
学
に
取
り
組
ん
だ
態
度
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
清

朝
考
証
学
の
基
本
的
精
神
が
経
世
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
そ
の
実
証
的

傾
向
が
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
朱
載
埼
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
理
に
よ
っ
て

秩
序
づ
け
ら
れ
る
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
強
い
動
機
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
棒
暦
研
究
と
い
う
実
証
的
学
聞
を
行
っ
た
白
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
朱
載
靖
に
は
、
顧
炎
武
ほ
ど
明
確
な
批
判
精
神
や
、
強
烈
な
経
世

意
識
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
に
加
え
て
筆
者
が
重
視
す
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
。
律
や
暦
と
い
う
学
術
は
、
確
か
に
朱
煮
も
重
ん
じ
た
も
の
で
は

あ
っ
た
が
、
朱
盲
点
の
時
点
で
は
、
「
分
殊
」
的
理
を
持
つ
存
在
で
し
か

な
か
っ
た
。
朱
載
埼
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
た
理
気
観
に
支
え
ら
れ

て
こ
そ
、
律
麿
は
普
遍
的
理
を
我
々
に
提
示
す
る
学
術
と
し
て
、
も
う

一
度
漢
代
と
同
じ
よ
う
な
絶
対
的
な
地
位
を
取
り
戻
す
に
至
っ
た
白
で

あ
る
(
た
だ
し
、
正
確
に
言
え
ば
、
朱
載
出
唱
の
理
解
を
経
由
し
た
朱
子

学
の
枠
組
の
中
で
、
律
暦
が
絶
対
的
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
理
論



上
可
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
朱
栽
培
の
影

響
に
よ
っ
て
、
実
際
に
律
暦
白
地
位
が
高
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
)
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
学
術
が
、
「
分
殊
」
的
理
に
止
ま
る
の

で
は
な
く
、
普
遍
的
理
を
そ
の
ま
ま
に
示
す
存
在
と
し
て
、
再
評
価
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
律
暦
の
ほ
か
、
音
韻
・
歴
史
・

制
度
・
地
理
数
学
な
と
様
々
な
学
術
の
探
究
が
、
単
な
る
博
学
に
止

ま
ら
ず
、
聖
人
自
遊
し
た
痕
跡
そ
の
も
の
の
探
究
と
見
な
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
こ
そ
聖
人
の
意
を
読
み
取
っ
て
い
け
る
、
と
強
く
確
信
す
る
考
証

学
の
精
神
へ
と
、
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
(
竺
。
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注(
1
)

三
分
損
益
法
は
、
純
正
五
度
の
関
係
を
利
用
し
た
楽
律
計
算

法
で
あ
る
。
黄
鐙
か
ら
始
ま
り
、
「
三
分
損
二
(
中
を
乗
ず

る
)
、
「
吉
一
分
益
一
」
(
中
を
乗
ず
る
)
を
繰
り
返
し
ほ
か
十
一

律
を
罰
算
す
る
。
し
か
し
一
一
番
目
に
算
出
さ
れ
た
仲
呂
は
、

最
初
の
黄
鐘
の
ぴ
っ
た
り
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
律
を
算
出
で
き

ず
、
音
程
の
や
や
高
い
黄
鍾
を
生
む
。
「
も
と
も
と
の
黄
鐙
に

戻
れ
な
い
」
矛
盾
を
「
往
而
不
返
」
と
呼
ぶ
。

(
2
)

音
楽
史
・
科
学
史
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
に
は
、
漏
文
慈

「
律
学
新
説
及
其
作
者
i
l
l紀
念
朱
載
靖
誕
生
四
五

O
年
」
(
鴻

文
慈
点
注
『
律
学
新
説
』
、
一
九
八
五
所
収
)
や
、
戴
念
祖

『
朱
載
培
|
|
明
代
的
科
学
和
芸
術
巨
星
』
(
人
民
出
版
社
、
一

九
八
六
)
及
び
『
天
漢
真
人
朱
載
堵
』
(
大
象
出
版
社
、
ニ

O
O八
)
が
あ
る
。
特
に
戴
念
祖
の
研
究
は
、
楽
律
だ
け
で
な

く
暦
法
・
数
学
・
舞
学
な

E
朱
載
塙
の
芋
術
を
全
面
的
に
扱
つ

て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。

(3)

堀
池
信
夫
「
中
国
音
律
学
の
展
開
と
儒
教
」
(
『
中
国
|
|
制

会
と
文
化
』
六
、
一
一
凶
一
四
一
頁
、
一
九
九
一
)
、
吾
妻

重
二
『
朱
子
学
の
新
研
究
近
世
士
大
夫
の
思
想
史
的
地
平

』
第
二
部
三
篇
二
章
四
「
格
物
窮
理
の
展
開

2
1
1外
的

(
知
的
)
認
識
」
三
七
八
|
三
七
九
頁
(
創
文
社
、
二

O
O

四)。

(4)

漢
代
の
律
暦
合
一
思
想
に
つ
い
て
は
川
原
秀
城
「
三
統
層
の

世
界
経
学
成
立
の
一
側
面
」
{
『
中
国
思
想
史
研
究
』
(
京

都
大
学
中
国
哲
学
史
研
究
室
)
一
、
六
七
|
一

O
五
頁
、
一
九

七
七
)
を
参
照
。

(5)

『
天
演
真
人
朱
載
靖
』
第
八
章
第
二
節
「
黄
鏡
暦
和
聖
寿

万
年
麿
ご
コ
三
頁
(
陳
美
東
執
筆
)
。

(6)

「
夫
黄
鐘
乃
律
暦
之
本
原
、
而
旧
暦
牢
雷
同
之
。
新
法
則
以
歩

律
呂
-
交
象
為
首
、
此
与
旧
暦
不
同
一
也
」
、
『
進
肩
書
奏
疏
』
、

八
七
O
頁
上
。
『
進
暦
書
奏
疏
』
は
、
一
五
九
五
年
に
、
『
律
暦

融
通
』
・
『
聖
寿
万
年
暦
』
・
『
万
年
暦
備
考
』
の
三
書
を
上
進
し

た
と
き
に
付
し
た
も
の
で
、
『
聖
寿
万
年
暦
』
の
冒
頭
に
付
さ

れ
て
い
る
。
以
下
、
注
に
挙
げ
た
資
料
の
頁
数
は
、
朱
載
靖
の

著
作
に
つ
い
て
は
、
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
議
刊
『
楽
律
全

書
』
本
(
明
万
暦
鄭
藩
刻
本
影
印
、
書
目
文
献
出
版
社
)
に
拠

る
。
ま
た
『
律
暦
融
通
』
に
つ
い
て
は
、
劉
勇
唐
継
凱
校
注

『
律
暦
融
通
校
住
』
(
中
国
文
聯
出
版
社
、
二

O
O六
)
も
参
照

し
た
。

(
7
)

「
律
暦
融
通
』
序
、
九
三
五
頁
下
。
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(
8
)

『
律
暦
融
通
』
序
、
九
三
四
百
九
上
。

(
9
)

朱
伯
麗
『
易
学
哲
学
史
』
第
二
冊
第
七
章
第
一
節
、
三
「
禁

元
定
和
察
沈
的
河
洛
之
学
」
、
四
二
八
l
四
四
六
頁
(
昆
命
出

版
社
、
ニ

O
O五
)
を
参
照
。

(
叩
)
『
律
暦
融
通
』
序
、
九
三
四
頁
下
。

(
刊
)
拙
稿
「
朱
載
堵
の
黄
製
嗣
「
周
律
度
量
衡
」
|
|
累
黍
司
法

と
九
進
法
、
十
進
法
の
並
存
」
(
『
中
国
哲
学
研
究
』
(
東
京
大

学
中
国
哲
学
研
究
会
)
二
五
、
六
六
l
一

O
五
百
九
、
二

O
一

一
)
を
現
点
問
。

(
M
M
)

『
律
暦
融
通
』
序
、
九
三
五
頁
下
。

(
氾
)
『
律
暦
融
通
』
黄
鐘
暦
法
上
、
歩
律
呂
第
一
、
律
元
九
、
九

三
六
買
上
。

(
山
内
)
『
律
麿
融
通
』
黄
鐘
暦
法
上
、
歩
律
呂
第
一
、
律
母
百
、
九

三
六
頁
上
。

(
市
)
『
律
麿
融
通
』
巻
三
、
黄
鍾
暦
議
上
、
律
母
、
九
六
三
頁
上
。

(
叩
)
前
掲
拙
稿
「
朱
載
靖
白
黄
鐙
論
「
同
律
度
量
衡
」
」
を
参
照
。

(
仔
)
計
算
は
『
天
演
真
人
朱
載
堵
』
第
八
章
第
二
節
「
黄
鑓
府

和
聖
寿
万
年
暦
」
一
一
-
一
一
五

i
一
一
四
一
頁
(
陳
美
東
執
筆
)
を
参

照
。
こ
の
ほ
か
、
中
山
茂
「
消
長
法
の
研
究
(
I
)
!
l
東
西

観
測
技
術
の
比
較
」
(
『
科
学
史
研
究
』
第
二
期
六
六
、
六
八
|

八
四
頁
、
一
九
六
二
一
)
、
「
消
長
法
の
研
究

(
H
)
」
(
同
第
二
期

六
七
、
一
二
八
!
一
三

O
頁
、
一
九
六
一
二
)
、
薮
内
清
『
中
国

の
天
文
麿
法
』
(
平
凡
社
、
一
九
六
九
)
も
参
照
。

(
市
)
『
律
麿
融
通
』
巻
四
、
賞
鐙
暦
議
下
、
歳
余
、
九
八

O
頁
上

下。

(
叩
)
『
律
暦
融
通
』
巻
四
、
責
鐘
暦
議
下
、
歳
余
、
九
八

O
頁
下
。

(
却
)
『
律
麿
融
通
』
巻
一
、
黄
鐘
踏
法
上
、
歩
律
呂
第
一
、
求
汎

距
・
定
距
、
九
三
八
頁
上
。

(
引
)
『
律
暦
融
通
』
巻
一
、
黄
鐘
暦
法
上
、
歩
律
呂
第
一
、
求
汎

積
・
定
積
、
九
三
八
頁
下
。

(
辺
)
児
玉
憲
明
氏
は
「
あ
る
論
者
が
候
気
を
否
定
し
た
の
か
と
い

う
、
そ
の
結
論
自
体
は
論
者
を
評
価
す
る
指
標
と
は
し
な
い
」

と
述
べ
る
(
「
候
気
術
に
見
え
る
気
田
諸
観
念
ヘ
『
人
文
科
学

研
究
』
(
新
潟
大
学
)
八
二
、
一
二
九
頁
、
一
九
九
二
)
。
筆

者
の
立
場
も
同
様
で
あ
る
。

(
お
)
察
元
定
は
律
管
を
埋
め
て
候
気
を
行
っ
て
い
る
。

(
剖
)
『
律
百
精
義
』
内
篇
巻
五
、
候
気
弁
疑
第
八
、
一
一

O
六
頁
上

及
び
一
一
一
一
一
良
上
。

(
お
)
『
律
暦
融
通
』
巻
三
、
黄
鐘
暦
議
上
、
律
景
、
九
七
七
頁
下
。

(
お
)
山
田
慶
児
氏
は
「
象
数
学
の
よ
う
な
天
文
学
以
外
の
要
素
、

あ
る
い
は
国
家
占
星
術
的
な
要
素
を
一
切
、
『
授
時
暦
議
』

が
自
覚
的
に
排
除
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
(
『
授
時
暦
の
道
』
、

み
す
ず
書
一
一
房
、
一
九
八

O
、
二
四
回
頁
)
。

(
U
)

『
律
暦
融
通
』
巻
回
、
黄
鎮
暦
議
下
、
支
象
、
九
八
二
頁
下
。

(
m
m
)

堀
池
信
夫
「
京
一
一
践
の
六
十
律

i
l両
漢
経
学
の
展
開
と
律
暦

晶
子
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
一
、
七
四
l
八
九
頁
、
一
九
七

九
)
を
参
照
。

(
勾
)
京
房
四
易
学
に
つ
い
て
は
朱
伯
毘
『
易
学
哲
学
史
』
第
一
冊

第
三
章
第
一
節
、
二
「
官
民
一
一
房
『
易
伝
』
」
(
凹
)
「
卦
気
説
」
一

五
四
l
一
六
七
頁
を
参
照
。
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(
叩
)
京
房
の
候
気
と
占
い
の
関
係
に
つ
い
て
、
児
玉
憲
明
氏
は
京

房
の
候
気
が
「
暦
計
算
が
予
測
す
る
季
節
推
移
白
日
時
に
つ
い

て
、
そ
申
『
予
測
の
精
確
さ
を
検
証
す
る
た
め
の
実
験
』
に
す

ぎ
な
い
」
と
し
、
「
律
管
に
よ
る
政
治
上
白
異
変
の
予
知
や
君

臣
の
行
為
の
可
否
の
判
断
と
い
っ
た
人
事
上
の
関
心
を
排
除
」

し
た
と
述
べ
る
(
前
掲
論
文
)
。
つ
ま
り
、
朱
載
靖
申
京
房
評

価
も
ま
た
一
面
的
で
あ
る
。

(
出
)
『
律
暦
融
通
』
巻
四
、
黄
鐘
暦
議
下
、
主
象
、
九
八
二
頁
上
、

ほ
ぽ
同
文
が
一
行
『
大
街
暦
議
』
卦
議
(
『
新
唐
書
』
暦
志
)

に
あ
る
。

(
辺
)
『
律
暦
融
通
』
巻
四
、
黄
鐘
磨
議
下
、
主
象
、
九
八
二
九

八
三
頁
。

(
お
)
一
二
節
気
が
つ
か
さ
と
る
日
数
と
、
一
朔
望
月
が
つ
か
き
ど

る
日
数
は
、
ぴ
っ
た
り
三

O
日
で
は
な
い
。
前
者
の
余
剰
を
気

盈
、
後
者
の
不
足
を
朔
虚
と
す
る
。

(
担
)
劉
勇
・
唐
継
凱
校
注
『
律
層
融
通
校
注
』
二

O
七
頁
。
北
京

図
書
館
古
籍
珍
本
能
刊
『
楽
律
全
書
』
本
は
こ
の
貰
が
欠
落
す

ザ
令
。

(
お
)
『
律
暦
融
通
』
巻
回
、
黄
鐘
暦
法
下
、
交
会
、
九
九
一
一
良
下
。

(
お
)
『
律
踏
融
通
』
巻
四
、
黄
鐙
暦
法
下
、
定
数
、
九
九
三
貰
下
。

食
が
起
こ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
例
え
ば
競
の
景
初
暦
で

は
、
朔
望
時
に
お
け
る
太
陽
或
い
は
月
の
位
置
が
黄
白
道
の
交

点
か
ら
一
五
度
以
内
に
あ
る
こ
と
を
食
の
起
こ
る
条
件
と
し

た。

(
幻
)
『
律
腐
融
通
』
巻
四
、
黄
鐘
暦
法
下
、
定
数
、
九
九
四
頁
上
。

(
担
)
山
田
慶
児
氏
は
、
朱
烹
の
暦
法
批
判
を
読
み
解
き
、
朱
喜
は

「
天
文
現
象
の
も
つ
『
常
』
、
す
な
わ
ち
、
恒
常
性
な
い
し
規
則

性
に
た
い
す
る
不
動
の
確
信
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
朱

裏
は
、
暦
法
の
改
善
に
止
ま
る
だ
け
で
は
、
一
見
不
規
則
に
見

え
る
天
文
現
象
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
何
よ
り
も
「
宇

宙
の
生
成
と
構
造
」
の
担
握
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
た
と
い
う
(
『
朱
子
の
自
然
学
』
、
岩
波
書
応
、
一
九
七
八
、

二
八
一
百
九
)
。
朱
載
培
の
定
数
に
対
す
る
確
信
は
朱
藁
に
通
じ

る
。
し
か
し
朱
載
靖
が
目
指
す
も
の
は
、
「
宇
宙
の
把
握
」
と

い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
暦
法
の
改
善
で
あ
る
。

(
ぬ
)
『
進
暦
書
奏
疏
』
、
八
六
六
頁
下
。

(
却
)
山
田
慶
児
氏
は
、
朱
煮
は
、
『
河
図
』
『
洛
書
』
の
数
、
易
の

卦
、
暦
法
が
個
別
の
理
論
体
系
で
あ
り
、
そ
こ
に
相
通
じ
る
も

の
は
認
め
て
は
い
て
も
、
「
担
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

天
体
運
動
に
固
有
の
数
と
パ
タ
ー
ン
」
だ
と
考
え
「
あ
る
領
域

で
抱
接
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
を
他
の
領
域
に
安
易
に
適
用
し
て
は

な
ら
ぬ
」
と
考
え
て
い
た
と
い
う
(
『
朱
子
の
自
然
学
』
、
二
七

八
頁
)
。

(
削
)
前
掲
吾
妻
重
二
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
一
一
一
七
九
頁
。

(
位
)
明
代
、
朱
載
埼
に
先
立
っ
て
楽
律
を
論
じ
た
人
物
の
中
に

は
、
律
暦
合
一
を
論
じ
た
者
も
複
数
お
り
、
彼
ら
が
律
・
暦
・

易
の
連
関
を
論
じ
る
中
で
用
い
る
理
の
概
念
も
、
朱
烹
の
用
法

と
は
す
で
に
異
な
る
。
彼
ら
の
多
く
は
朱
煮
の
楽
律
学
を
継
承

し
た
と
い
う
自
覚
を
持
つ
が
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
楽
律
論

は
、
朱
嘉
自
身
の
そ
れ
と
は
大
き
く
変
容
し
た
(
拙
稿
「
明
代
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楽
論
に
見
る
「
朱
子
学
的
楽
律
論
」
の
変
容
|
i
「
往
而
復

返
」
と
「
礼
失
求
諸
野
」
」
、
『
日
本
申
国
学
会
第
一
回
若
手
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』
、
一
五
五
|
一
七

O
頁
、
二

O
二乙。

朱
載
靖
の
理
気
観
も
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
理
気
観
を
抱
〈
に
至
る
思
想
的
変
遷
が
あ
っ
た
と
見
な
す
べ

き
で
あ
る
。

※
本
稿
は
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励

費
)
課
題
番
号
一
三
一
了
四
三
七
九
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


